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経営課題への取り組み 

　当行は、地域のお客様に質の高い総合金融サービスをご提供していくために、グループ会社各社の

持つ機能・ネットワークをフルに活用し、常陽銀行本体でご提供するサービスとの相乗効果を高める

ことによって、多様化するお客様のニーズへお応えしてまいります。グループ会社各社の連携を強化し、

総合的・先進的な金融機能をご提供していく中で、「質の高い総合金融サービス業」を実現いたします。 

　具体的には、個人のお客様との取引においては、個人ローンやクレジットカード機能等お客様の

ライフステージにあわせた各種商品・サービスの一層の強化・拡充を図ってまいります。また、法人の

お客様との取引においては、リース機能やコンサルティング機能のご提供など、お客様のさまざまな

経営課題解決のお手伝いをしてまいります。 

　グループ会社各社が一層の効率的な業務運営を行うとともに、常陽銀行本体とグループ会社とが一

体となった営業を強化することによって、収益力の向上を図り、常陽銀行グループ全体の企業価値の

向上を図ってまいります。 

　当行は、地銀3行、株式会社三菱東京UFJ銀行、日本アイ・ビー・エム株式会社と、預金・融資・外為な

ど主要な勘定系システムと情報系システムを共同化する予定で、平成19年1月の稼動に向け、作業

を進めております。 

　基幹システムの共同化により、各参加行のコンピュータセンターを集約化し、スケールメリット

を追及することで、システムコストを大幅に削減すると同時に、今後の新業務、新制度、新技術への

システム対応力の強化を図ってまいります。 

　当行は、平成11年5月に群馬銀行、山梨中央銀行、八十二銀行の3行と、各行の合理化施策や新たな

事業の取り組みなどについて共同で研究を行っていくことを目的に「関東地銀業務研究会」を発足

させております。また、推進事務局を設置し共同化施策の研究・立案の役割を担わせ効率化の向上、

交渉力・競争力の強化などを推進しております。 

　これまで、有価証券システムや東京手形交換のアウトソーシングなどについて共同化を実現し、

経費削減や事務処理の効率化を図っております。 

　現在は、引き続き事務効率化施策やコスト削減策の共同研究を行っております。 

お客様・地域の皆様・株主の皆様 
質の高い総合金融サービスのご提供 

常陽銀行グループ 常陽銀行グループ 
リース事業 
（常陽リース） 

営業力 
強化 

効率的な 
業務運営 

人材派遣事業 
（常陽スタッフサービス） 

不動産管理事業 
（常陽施設管理） 

常陽銀行 

自己競落事業 
（常陽トータルメンテナンス） 

事務代行事業 
（常陽ビジネスサービス・ 
常陽キャッシュサービス） 

信用保証事業 
（常陽信用保証） 

クレジットカード事業 
（常陽クレジット） 

コンサルティング事業 
（常陽産業研究所）  

ITソリューション事業 
（常陽コンピューターサービス）  

グループ事業戦略 

基幹システム共同化への取り組み 

関東地銀業務研究会 
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　4行が幹事行となり、レコードキーピング会社との接続システム「地銀共同システム」を開発し、地
方銀行20数行で採用されております。 

●確定拠出年金 

　4行で地方銀行に必要な機能を盛り込んだ地銀標準版の「有価証券システム」を共同開発しました。 
●有価証券システム 

　東京地区の手形交換業務を三菱東京UFJ銀行へアウトソーシングし、コスト削減を図っております。 
●東京手形交換業務 

　お客様の資産運用ニーズにお応えるするため、４行共同化商品として、専用投資信託（愛称：たわわ）
を開発いたしました。 

●4行専用投資信託 

　事務手続きなどの詳細を定めた「事務規程」をパソコンから随時閲覧・検索できる「事務規程電子化シス
テム」を共同開発いたしました。 

●事務規程システムの共同開発 

これまでの共同化実績 

　「預金保険制度」は、預金等を取扱う民間金融機関（預金保険制度への加盟金融機関）から預金保険法に基づいて保険料を徴収し、これを原
資として加盟金融機関が破綻して預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度です。制度の運営は政府・日銀・民間金融
機関の出資により設立された預金保険機構が行っており、当行も預金保険制度への加盟金融機関となっております。 

◆預金保険制度・預金保険機構 
《預金保険制度について》 

※1,000万円を超える元本とその利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われますので、一部カットされることがあります。 

◆預金保険制度による保護の範囲 

預金保険の 
対象商品 

預金保険の 
対象外商品 

決済用預金（当座預金、利息のつかない普通預金等） 

利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、通知預金、貯蓄預金、
元本補てん契約のある金銭信託、金融債（保護預り専用商品）等 

全額保護 

1金融機関当たり合算して元本1,000万円までとその利息
等を保護※ 

外貨預金、譲渡性預金、元本補てん契約のない金銭信託、
金融債（保護預り専用商品以外のもの） 

保護の対象外（破綻金融機関の財産状況に応じて支払われ
ますので、一部カットされることがあります。） 

　平成17年4月からペイオフが本格実施されました。「ペイオフ」とは、金融機関が経営破綻の状況に

陥り、預金の払戻しができなくなった場合などに、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万

円までとその利息等が預金保険機構を通じて払戻しされることです。 

　当行は、今後も商品・サービスを充実させ、業績の向上を図るとともに、経営内容など適時適切な

情報発信を行い、お客様に安心してお取引いただけるよう努めてまいります。 

　なお、「決済用預金（普通預金決済専用無利息型）」※は、平成17年3月より取扱っております。 

　※「決済用預金」とは、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という３つの条件を満たす預金で、全額
保護の対象です。なお、決済用預金には「当座預金」も含まれます。 

　資本効率を高めるとともに株主の皆様へ利益を還元するため、自己株式の取得を進めております。

　当面の利益配分方針として、自己株式買取額と配当金をあわせて、単体当期純利益の40％以上を

目安として還元することとし、うち配当金につきましては、同じく20％以上を目安とすることを、昨

年11月に発表いたしました。この方針に則り、平成17年度は、単元未満株の買取りとあわせ、995万

株、72億23百万円の自己株式を取得いたしました。また、昨年11月に旧商法第212条に基づき自己

株式13百万株（処分価額総額45億49百万円）を消却しました。その結果、当期末の発行済株式総数は

8億5,223万株となりました。 

資本政策 

ペイオフ本格実施への対応 
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